
工事の施工に伴う第三者損害に係る補償協定書 

発注者岡山市と受注者                  

特定建設工事共同企業体とは，岡山市新庁舎周辺施設

整備事業建設工事請負契約約款第４２条に規定する第

三者に及ぼした損害のうち，発注者と受注者との間で 

  年  月  日付けで締結した岡山市新庁舎

周辺施設整備事業建設工事請負契約書に基づく本事業

に起因する損害であることが明確であるものについて，

その補償並びに発注者及び受注者の補償費用の負担割

合等の必要な事項に関し，次のとおり協定を締結する。 
 （補償の対象） 
第１条 この協定に基づく補償の対象は，くい打ち，

土留め，排水，土工事等の施工に伴い発生した地盤

沈下，地下水の断絶，振動，濁水及び工事用車両の

通行等に起因して生じた沿道家屋等第三者の施設

その他の物件等（以下「施設」という。）に対する

損害とする。 
  （事前調査） 
第２条  発注者は，当該工事の施工に伴い施設に損害

等を生じるおそれがあると認めたときは，当該施設

の事前調査を行うものとする。 
 （損害発生時の調査及び応急措置等） 
第３条 受注者は，建設業務の履行中に第三者から施

設の損害発生の申出があった場合において，当該損

害が生活上支障となると認められるときは，直ちに

必要な調査を行い，応急措置を講じなければならな

い。生活上緊急を要しないと認められる場合におい

ても，調査を行い，その経過等を記録するものとす

る。 
２ 受注者は，前項の調査及び応急措置が完了したと

きは，被害調査報告書を発注者に提出するものとす

る。 
３  応急措置に要する費用は，原則として受注者の負

担とする。 
 （事後調査） 
第４条  発注者は，施設の所有者等から当該施設の損

害に対する補償要求があったときは，原則として工

事完工検査後，事後調査を行うものとする。 
  （補償費用） 
第５条 補償費用は，原則として損害が生じた施設を

従前の状態と同程度に修復し，又は復元すること

（以下「原状回復」という。）に要する費用とする。 

この場合において，原状回復は，施設の使用目的及

び使用状況，損害の発生箇所及び発生状況並びに施

設の経過年数等を総合的に判断して，技術的及び経

済的に合理的かつ妥当な範囲で行うものとする。 
  （補償の時期） 
第６条 損害の補償は，事後調査完了後に行うものと

する。ただし，工作物の倒壊等による人身事故のお

それがあるときなど，応急措置では対応できない損

害に対して補償する場合はこの限りでない。 
  （補償の方法） 
第７条 損害の補償は，原則として金銭をもって行う

ものとする。ただし，この方法によることができな

いときは，復旧工事又は代替物をもって行うことが

できる。 
 （補償の期限） 
第８条 この協定に基づく受注者負担の補償期限は，

工事完工検査後３年間とする。ただし，その損害が，

受注者の責に帰すべき事由によって生じたもので

あることが明らかな場合は，この限りでない。 
 （補償費用の負担） 
第９条  この協定に基づく補償に要する費用（以下「補

償費」といい，第３条に基づく応急措置及び第４条

に基づく事後調査に要する費用を含む。）の総額が，

工事請負代金額の１．０パーセントに相当する金額

（以下「控除額」という。）以下のときは，受注者

が補償費の総額を負担するものとする。 
２ 補償費の総額が控除額を超えるときは，受注者が

控除額を負担し，その残額（補償費の総額から控除

額を減じた額をいう。）については，発注者及び受

注者が協議の上，負担割合を定めるものとする。た

だし，その損害が受注者の責に帰すべき事由によっ

て生じたものについては，受注者が補償費の総額を

負担する。 
  （協定の履行） 
第１０条  発注者及び受注者は，信義を重んじ誠実に

この協定の履行に努めなければならない。 
  （その他） 
第１１条 この協定書に定めのない事項，又はこの協

定に関し疑義が生じた場合については，発注者受注

者協議して定めるものとする。

 

この協定締結の証として本書２通を作成し，当事者記名押印のうえ，各自１通を保有する。 

     年  月  日 

発注者 岡山市北区大供一丁目１番１号 

岡山市 

岡山市長             印 

特定建設工事共同企業体 

受注者 住所 

氏名               印 


